
経営管理 権 集積計画

1 個別事項

経営管理権の設定を受ける市町村 (名称) (所在地)

整理 (乙) 紫波町長熊谷泉 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前三丁目3番地l
R8集i

番号 経営管国権を設定する轟林の森林所 (氏名又は名称) (住所又は所在地)
有者 (11')

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)
経営管理権 木材の販売による収拙から伐採等に聾する

経営管理権 の存続期間 経常官理維に基づいて行わ 経世を控除してなお利益がある場合におい 乙が甲にDを支払

面積現況現況 の始期 (終期) れる経常官理の内容 (C) て叩に支払われるべき金銭 (D)の額の算 うべき時期、相手番号 所 在 地番 林班 d、班 土血目 ha 樹種林齢 (B) 定方法
方及び方法

船久保字五竜 84-20 84 46 山林 O. 92 スギ 53 2026. 6. 1 2031. 5. 31 
人工林にあっては経営管碑綴 乙iJ<経営昔埋を行うために止さした経費は乙が負阻するものとする.
の存続期間中に神況に応じ 保育問住又は除院のため収益が尭生しないことから、 Lから巾に対し
て 臨すf間ft又は除住を一回 て金銭の支払いは行わないa

2 'J!施することを基本とする. 間伐 除伐した材は林内に珪げな置されrpに師属する.当該材を巾が阪
突然林あって陪人工林の8極東 tI.l、平'1川することを乙は妨 い。

3 の必要に応じて立ち入り、喧

トー一一
界付近での佐木等を行う.

4 
卜一一一

5 

6 

7 
トー一

8 

日

10 

1/4 

乙が経世管理権の設定を受ける森林 (A) 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者 (E)

番号 所 在 地番 林班 小班 11!l1''1 
面積 現況 現況

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類ha 樹種 林齢

船久保字五屯 84-20 84 46 山林 0.92 スギ 53 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

「この計画に同意するa

権利の設定を受ける市町村(乙) 住 所(同上) 紫波町長熊谷 泉

権利を設定する森林の森林所有者(甲) 住 所(向上)

」

(記j載注意) (1) この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(2) 共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有
者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3) (A)欄の 「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と祖述する場合には

実測面積を( )書きで下段に2段書きにする。なお 当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし 1筆の一部

について経宮管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4) (A)欄の 「現況樹種J及び 「現況林齢Jは森林簿に記載された内容を記載することとし、 森林簿と異なる場合は( )書きで下段に2段書き

にずるとと.

(5) (6)欄は、 ro年J又は rcこ年00月00日までJと記載すること。
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備考

備考



2 共通事I;1
この輯営管理権!u醐計画の定めるところにより盟屯される輯常菅川橋並び終世管理畳益艦は、 1の岡刑事明に泌めるもののほか、次に定めるところによる.

(1)終営管哩砲に基づいて行われる経営管埋町内容

乙隠、 1の個別事項に記級された鼻持(以下『当世話接持Jという.)の経常官埋のため. 1の個別事項に定めるところにより立本の世揖及びノド材田販売
造林並びに保有(以下『伐揺等1という.)を克施し 水材の販売による収益(以下 f販売収益Jという.)を収受するとともに 販売収後から伐毘等に

盟する経費を控除してなお利益がある場合にそのー泌を'1'に支払う拶車を完結すること
(2)畳町/fの磁務
乙は、 1'1己の財産に対するのと同 の註直韮務をもって輯常管内を行う義務を負う.

(3)経常官製緬の対象とする奈林
当該~，林にある立木竹は 甲に帰属する.

(4)経営官峻樋及び鍛営管狸畳益維の設定
この輔営管J軍縮~JHi~ illí!!iiの A告により 乙に終枇官.f'I!織が 巾に腕常管J~!畳後継(金銭の支払を畳ける権利)が それぞれ設定される.

乙に般ばされた級官官埋権は この公告の後において当核燃柿の緑林所イI占となった占(同その他の森林経営管内lW施行胤liIJに足められた計を除く.) 
に対しても その劫力があるものとする.

(5 )続税公開の負阻
rpは併営管理織が設定された森林に対する同定資産税その他の机税を負但する.

(6)輯世官四権の紋定締の条件
① 乙は '1'が次のいずれかに該当する場合には この輔符官町桶1持制計画のうち当該森林に係る滞分を取り消すことができる.
7 叩が偽りその他不正な手段により乙に経営管理編集般社闘を定めさせたことが判明した渇合
イ 巾が当臨車林に係る縫原を有しなくなった場合
②乙は 民省その他の事日Iにより当該諜林において(1)に削げる事現を;J!錯することが著しく困難となったときは主，(，農民等により被省が尭生して

(8 )により復旧を行う場合を昨き、この経世菅l1!縦抱fJ1ITtf.ijのうち当該縫林に係る部分を取り消すことができる.
③ Ip 1;1: ， 1の倒別事項に定める経営管理樋の存脱期間の中途において解約しようとする結合は 乙町向車を時るものとする.

@ rt1&び乙ほ.この経営管理維製踊計画に定めるところにより設3註される経常官樫掘に閉する事羽は垂直しないものとする.
(7)袋持への立入り及び範般の利用等

① 乙は. (1)、(8)に仰げる事項の;l!1iiのため必型があるときは.当匝余林に随時立ち入り 若しく回乙以外のおを立ち入らせ 又は当該先林に設定

された路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の荷に使111させることができる.
② 乙は (1) . I 引に I~げる事項の:M範のため必震があるとき陪 当核保伴内に食持作業道その他の施設を設置し 又は乙以外の8に設置させること
ができる.この掛合において.2.は 当該設置された錨設の緩符管理を行うものとする.
③ 乙は、当該蕊林町立木が第三者に対して111容を11<1ますおそれがあると阻める場合であって、かつ第三占から当銭立木について昨去等を行いたい旨の
'1'出がある樹告には、第三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる.

(8) .祭神保険

①話iR虫等により当該森林について被答が発生した国合 乙が寵旧を行うこととし‘箇旧内容は[pと乙の協謹により定める.
② 乙は Lの貨川負担において巾を被保闘おとして当核命林に'I~ft'する樹木について議林保険を付保することができることとし 巾はこれをiJi:3liする.
なお 当2裏付保に聞する縮手続は乙がこれを行うものとする.
③ 乙が~Iこより森林保障を付保した場合であって 究民地宜毛布の事 11.1 により I:;~食事故が尭生し 叩に支払われる院院金があるときには 巾は当核保険金
のITfJ;;lt&び畳il:iを乙に委証するものとし 乙が当核保股金を彼11"1の111に供するため、叩は当核保険金全額を乙に師同させるものとする.

(9)災復等による級世又は官辺の不実施

止に掲げる掛合において (1)に尚げる事明を寓施する予定の緑林について(1)に出げる事瓜を~錯することが不 "1能Xは不適当になったときは、
乙は 当該事項のー鴻又は全部を完結しないことができる.

① i反省その他の原因により当該祭林の全部又はー泌が仙~!したとき
②闘嗣の刷機等により当該本林への羽!遣が凶難となったとき

③ 当絞殺体の土f&が公川 公共用又回公益務車の111に供されるとき
(10) 111省の曲師
① Lは 乙のl'!めに附すべき写山によって叩に不利益を生じさせたときに目.その不利益に相当する額を支U，、うものとする.
② 乙の白めに附すことのできない事由によって巾に不利佳が生じたときは.2.は制審賂町立任を負わない.

(lD輯営管理織のイ'l*X期聞の満了時及び哨誠時における消算のJ肝よ
経常管J.'Il継の存税期間の満了した抱合において rpと乙との1'1で金銭の主uは生じないとともに、立木町所行織は叩にMJ.t!.するものとする.

(12)叩の通知
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経営管理権集積計画

l 個別事項

師営管理権の設定を受ける市町村 (名跡) (所在地)

盤耳E (乙) 紫波町長熊谷泉 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二Tf'l3番地l
務号

R8-集3
(氏名又は名称) (住所又は所在地)経営管開権を設定する森持の轟林所

イI再 (rjl)

乙が経雷管理権の設定を受ける森林 (A)
経営管理権 木材の販売による収益から伐採等に盟する

経営管理権 の存続期間 純判官聞編に革づいて行わ 経費を控除してなお利益がある場合におい
乙が叩にDを支払

而有l 現況現況 の始期 (終期) れる純判官聞の内特 (C) て叩に支払われるべき令鎚 (D)の額の!1' うべ占き並時び期占法相手
務号 所 在 地務 林班 小型f 地同

ha 樹種林齢 ( B) 定占法

JI(民側 1-17 54 19 山林 4. 00 スギ 40 2026. 6. 1 2031.5.31 
人仁林にあっては続符管別桶 乙が経営管埋を行うために却した輔貨は乙が負制ずるものとする.

字 l太平 の有制期間中に林況に応じ 保育問佐又は除世のため収益が発生しないことから 乙から叩に対し
て血ff間伐又は昨伐をー!日! て金銭の支払いは行わない.

2 :J;施することを基本とする. 間伐 除世した材は林内に残置され111に耐附する.当該材を'1'が綴
天然林あっては人 E林のB極東 出、制JlJすることを乙は妨げない.

3 の必盟に応じて立ち入り、喧
界付近での伐木等を行う.

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1/4 

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A) 経営管理績を設定する森林の甲以外の権原者 (E)

番号 所 在 地活 林班 小班 地同
面積 現況 現況

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の碕類
ha 樹積 林齢

東民酬
l 字 1:大平 1-17 54 19 山林 4. 00 スギ 40 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

「この計画に同意する.

権利の設定を受ける市町村(乙) 住 所(同上) 紫波町長熊谷 泉

椴利を設定する森林の森林所有者(甲) 住 所(向上)

」

(記載注意) (1) この個別事項は、経世管理縮を設定する者が異なる場合には.glJ業とすること.
12J 共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる替類を添付すること.また、森林所有

者が変更となった場合は 新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名 住所が記載された書類を添付すること。

(3) (A)欄の f面積Jは林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する羽合には.

実測面積を( )書きで下段に2段(11きにする.なお，当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし.U艇の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに.備考欄にその旨を記載すること.

(4) (A)欄の 「現況樹種j及び『現況林齢Jは森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は( )啓きで下段に2段*き

にすること.

(5) (B)欄は. ro年」又は roo年00月00日までj と記載ずること。
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2 共通事項

この輯営管理機1山内計画の定めるところにより誼定される縦科官J~!機放日経営管理畳益綴目、 1 の嗣別事唄に}~めるもののほか‘次に定めるところによる.
{け続営管内織に基づいて行われる経営管揮の内平等

Lは lの個別事唄に記椋された議林(以下 『当世禽林jという.)の経営管理のため Iの固刑事項に定めるところにより立本の世毘及び木材の販売，
;:;林並びに保育(以下『伐眠等』という.)を:Jl絡し.A<Mの販売による収益(以下 『販売収益j という.)を収呈するとともに.販売収益から伐係等に
躍する綬践を控除してなお刊益がある場合にそのー摘を'1'に支払う司':1lを実施すること

(2)畳託{1の義務

乙は 日己の財産に対するのと同ーの桂意韮務をもって縦常菅聞を行う義務を負う.
(3)杭営管J，婦の対象とする謙林
当t実燦林にある立木竹は、巾に師属する.

(4)輯営管内桶1<び終営管理受益権の設定
この輯常菅郎椛~m計画の公告により、乙に純計官製摘が 111に相営管甥畳益縦〈金銭の支払を空ける桶利)カ官、それぞれ般返される.
乙に被起された経営管埋権は、この公告の後において当政傑林の潟村所行者となった者(国その他の必神姫常官理法施行制WJに出められたおを除く .) 
に対しても、その劫!Jがあるものとする.

(5 )続税公叫の負他

'1'は 純子p官省縞が般iEされた綴林に対する問1己資産#1その他のれl税を負担する.
(6 )純営官刷!揃の設定等の条例

①乙は 叩が次のいずれかに該当する場合には、 この純情官I~!繊血柿計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる.
ア '[1が偽りその他不正な手段により乙に経営官J~l術m.h1，1t l~ij を定めさせたことが判明した泌合
イ 叩が当該会林に係る梅原を有しなくなった制告

② 乙は 民沓その他の事'"により当該孫林において(1)に出げる事項を実施することが著しく困難となったときは話線虫等により被衝が発坐して

(8)により世l日を行う場告を除き、この経常官.I!l!繍拙純計画のうち当額緑林に係る部分を取り消すことができる.

③ 1111立、 1の嗣別事刷に定める経営管理樋のiflil期間の中途において解約しようとする場合は、乙の阿章を得るものとする.
@ 叩及び乙は この経営管理権集制計画に定めるところにより設定される絹営管煙権に関する事項は変更しないものとする.

(7)鼻持への立入り及び施設の利用等

① 乙は (l) • 181に拙げる事項の実絡のため必耳があるときは、当日政策林に随時立ち入り、若しくIU.以外の{';を立ち人らせ Xは当該海林に設定
された路網その他の範殺を使用し 若しくは乙以外の{1'に使川させることができる.

② Lは (1) . 1引に似げる事項のWlIiのため必J'Jがあるときは 当緩余林内に潟村作車道その他の施設を投置し.又は乙以外の{1に設置させること
ができる.この場合において 乙は 当銭設置された施設の維持管理を行うものとする.

③ 乙は 当該必林の立木が第三者に対してIII茜を及ぼすおそれがあると認める縫合であって、かつ第三者から当絞立木について除去等を行いたい旨の
中Il¥がある喝合には 第三者が当世立木について帥」、等を行うことを臨めることができる.

(8)袋林保暁
①究a良県等により当Z受話集林について彼笹が尭生した場合 乙が彼111を行うこととし 復IrI内容は甲と乙の協泌により}l:める.
② 乙は 乙の費用負担において甲を彼保険占として当目指林に生育する樹木について森林保険を付保することができることとし、叩はこれをJ((JI'iする.
なお 当骸付院に閲する諸手続は乙がこれを行うものとする.

③ 乙が②により会林院肢を付保した治合であって、天民地変符の事山により保険事放が発生し、巾に支払われる出陣金があるときには 叩は当核保院金
の間lRI<び畳Uiを乙に委任するものとし 乙が当世保帥金を復"'の川に供するため 甲は当該保障金全額を乙に州防させるものとする.

(9) 1>>. í高等による粧営又は菅J~tの不実施
次に出げる樹告において (1)に掲げる事項を実施するC'記の織特について (1)に拘げる事項を実施することが不可能Xは不通当になったときは
乙は 当時政務項の 部又は全11sを実飽しないことができる.
①民答その他白原凶により当該議林の令部又はーn告が拙脱したとき
② 路輔のIII桜等により当該議林への到遣が困難となったとき
③ 当絞殺林の土他が公JIl、公共m又は公益率車のJIlに供されるとき
(0) III衝の曲慣
①乙11.乙のtIめに附すべき事出によって叩に不利益を生じさせたときには その不利益に相当する敏を支払うものとする.
② 乙の立めに紛すことのできない事由によって巾に不利益が生じたときは.z.は飢害賠問責任を負ねない.

O D 蝿営管腹婚の存日朔聞の満了時及u消滅時における帥算のJiI~

踊営管珂'縦の存続期間の満了した場合において、叩と乙との聞で金銭の支払は'主じないとともに 立木町所有権I;trJlに iflIH~するものとする.
(12)叩
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経営管理権集積計画

1 個別事項

制官管3噌権の設定を受ける市町村 (名称) (所在地)

整理 (乙} 紫波町長熊谷泉 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁1'13番地l
番号

R8-集4
(氏名又は名称) (住所又は所在地)師営管1理権を設定する議林の轟林所

イi.n(巾)
乙が経世管理権の設定を受ける森林 (A)

経宮管理権 木材の販売による収益から伐採等に裂する
乙が叩にDを支払経営管理権 の存続JUI/l:) 師官官理構に基づいて~rわ 輯貨を控除してなお利益がある喝合におい

I也阿 面積 現況 現況 の始期 (終期) れる経常官理の内孝子 (C) て叩に支払われるべき世銭 (D)の額の算
うべき時期相手

梼号 所 在 I也昂 林班 INII ha 樹穂 林齢 (6) ば占法 ノ哲且び占It

山昌字盟沢 31 68 10 山林 2. 21 スギ 39 2026. 6. 1 2031.5.31 
人E林にあっては軒常管J哩繍 乙が経常官埋を行うために躍した経費は乙が負飽するものとする.
のイF脱期間中に持況に応じ 保有間住又は除住のため収径が先生しないことから.乙からIjlに対し
て 保有間伐又は除世をー凶 て金銭の支払いは行わない.

2 :l!絡することを基本とする. 間肢 障院したあfは林内に睦置され叩に耐属する.当該材を叩が館
天然林あっては人工林の施E m.判別することを乙は妨げない.

3 の必要に応じて立ち入り J立
界付近での伐木等を行う.

4 

5 
卜一一一

6 

7 

卜←一一
B 

ト一一一
9 

10 

1/4 

乙が経世管理橘の設定を受ける森林 (A) 経蛍管理権を設定する森林の甲以外の権原者 (E)

番号 所 1f 地番 林班 1)、班 地同
面積 現況 現況

住所又は所在地 氏名文は名称 権原の種額
ha 樹種 林齢

山匝字置沢 31 68 10 山柿 2. 21 スギ 39 

2 

3 

4 

5 
ト一一一

日
卜一一一

7 

E 

9 
卜一一一

10 

この計画に同意する.

権利の設定を受ける市町村(乙) 住 所(向上) 紫波町長熊谷 泉

権利を設定する森林の森林所有者(甲) 住 所(向上)

(記載注意) (1) この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には.Z'l薬とすること.
(2) 共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること.また 森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された啓類を添付すること。

(3) (A)欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記蹴古れた而税が著しく::l-::突と相違ずる場合には

実測面積を( )諮きで下段に2段啓きに廿る.なお、当該経営管理機集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし l筆の一部

について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに.備考欄にその旨を記載喧ること.

(4) (A)欄の f現況樹種J及び f現況林齢Jは森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は( )啓きで下段に 2段書き

にすること。

(5) (6)欄は ro年」又は roo年00月00固までj と記載すること.
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2 共通事項
この経営官埋縫製柿計画の定めるところにより設定される経常官埋続放び経営菅原呈佐橋は 1の個別事割に定めるもののほか、次に定めるところによる.

(1)経営管母権に基づいて行われる経営管理の内容

乙は、 lの個別事mに記織された森特(以ド『当該蒜林j という.)の経営管理のため、 lの制別事項に正めるところによη立本の仕眠!kび木材の販売
造林並びに保育(以下 f伐揺等Jという.)を実施し‘木材の販売による収益(以下 f販売収益Jという.)を収受するとともに、販売収佳から伐探等に
要する経費を控除してなお平径がある場合にそのー簡を甲に支払う事主を実施すること

(2)受託者の後務

乙は、自己の財産に対するのと同一の世章義務をもって経営管患を行う義務を負う.
(3)経営管理織の対象とする森林

当該森特にある立木竹は、甲1:師脱する.
(4)経営管極端!kび経営管血受益維の設定
この経営官埋権集開討l闘の公告により、乙に経営官埋織が 甲に経官官I1J!受益樋(金銭の支払を丑ける繕利)がそれぞれ設反される.

乙に世;じされた経世管理権は、この公告の後において当該森林町議林所有者となった者(国その他の怨林経営管埋法施行規則に定められた者を除く.) 
に対しても.その効力があるものとする.

(5 )組税公課の負担

巾は、経営管埋樋が設定された森林に対する固定資産税その他の杭税を負担する。
(6 )経営管型織の役ι等の条件

① 乙は、閉が次のいずれかに酷当する場合には この経営管忽権m制叶画のうち当該会林に係る f\~分を取り出すことができる。
ア [jlが品りその他不正な下段により乙1:経営管.IlIl悼集制計画を定めさせたことが判明した場合
イ qlが当該森林に係る縫原をイIしなくなった場合

② 乙は、見当その他の事rllにより当詰蕊林において(1)に拍げる事項を実施することが著しく困難となったときは 気象災等により被害が尭生して

(8)により復旧を行うllJ合を昨き この経世管県権mm;n画のうち当絞殺林に係る部分を取り消すことができる。
③ 叩は、 1の個別事JJjに定める経営管坦l橋の存続期間の中遣において解約しようとする場合は 乙の同意を件るものとする.
④ 叩及び乙は、この経営菅野手権JI!拙計画に定めるところにより設定される経営管川1権に閲する事引は変更しないものとする.

(7 )緑林への立入り及び施設の利用等

①乙は、 (1)、 (81に拘げる事項の尖施のため必要があるときは 当核保林に随時立ち入り 品しくは乙以外の者を立ち入らせ 又は当該森林に設定
された路網その他の施;設を使用し、若しくは乙以外の者に使川させることができる.

②乙は、 ([) . (8)に偶げる事瓜の主施のため必要があるときは 当該森林内に会林刊車道その他的施設を設歯し 又は乙以外の行に設置させること

ができる.この場合において 乙は 当該誼置された施設の維持管埋を行うものとする。

③ 乙は、当該森林の立木が部三者に対して剖密を及ぼすおそれがあると認める場合であって、かつ龍三者から当該立木について除去等を行いたい旨の
'1'出がある場合には 第三者が当世立木について除去等を行うことを認めることができる.

(8)会林保蹴
①気象虫等により当世森林について被害が尭生した場合 乙が復旧を行うとととし、也旧内容は叩と乙の協議により定める.

② 乙は、乙の費川負担において申を被保険荷として当該疎林に生育する樹木について深林保険を付保することができることとし 巾はこれを示諾する.

なお 当該付保に閲する1市手続は乙がこれを行うものとする。

@乙が②により幾林品険を付保した場合であって 実民地変等の事由により保険事故が発生し 巾に支在、われる保険金があるときには 叩は当核保険金
の間求!kび受領を乙に委任するものとし、乙が当核保険金を箇旧の!I(に供するため 叩は当核保険金全額を乙!と師隠さぜるものとする.

(9 )民省等による経営又は管理の不実施

次に仰げる場合において ([)にmげる事項を実絡する予定の緑林について([)に仰げる事項を実施することが不可能又は不適当当になったときは
乙は、当該事mのー部又回全部を実施しないことができる.
①提省その他の原因により当世森林の全部又は 泌が飢~!したとき
②路網の担峻等により当核議林への到遣が困難となったとき

@ 当該森林の土地が公川、公共川又は公益事墨の周に供されるとき
(]O)制審の賠慣

① 乙は、乙の立めに附すべき事山によって甲に不利援を生じさせたときには、その不利佳1:相当する額を支払うものとする。
② 乙の立めに嗣すことのできない事由によって叩に不利益が生じたときは、乙は阻害賠慣立任を負わない.

(1 J)経営管理純白存続期間の満了時及び消滅時における消算の方法

経営官邸!権の存続期間の満了した場合において、巾と乙との問で合銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は巾に制服するものとする。
()2)巾の通知及び届出

① rpは、当該海林について、担三者に権利を移転若しくは設置する場合に
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経営管理権集積 計 画

1 個別事項

経n.官~IlÆ主の設定を受ける市町村 (名祢) (所在地)

車産 理 (乙) 紫波町長熊谷泉 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁1'!3番地l
番号

R8-集5
(氏名又は名祢) (住所又は所在地)経営管理躍を設定する森林の轟林所

イI占<'1')

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)
経営管理樋 木材の販売による収益から伐採等に製する

経雷管理権 の存続JUI間 制官官J!11権に基づいて行わ 経費を控除してなお利益がある場合におい Lが叩にDを支払
面積現況現況 の始期 (終期) れる経世管理の内容 (C) て巾に支払われるべき金銭 (D)の額の算 うべき時期相手都号 所 在 地番 林班 小班 1也同 ha 樹極林齢 ( B) "，)1I1i 

点且びノIjft

凶民剛
21-8 70 37 山村 0.78 スギ 40 2026. 6. 1 2031.5.31 

人E林にあっては師常管製樹 乙が経営管理を行うために盟した艦践は乙が負倒するものとする.
字中ノil¥ の存組問問中に林況に応じ 保育問位又陪昨世のため収益治匂E生しないことから、乙から'1'に対し

卜一一一 て、保育間伐又は除伐を-[;;] て金銭の支払いは行わない.
2 :J;施することを基本とする. 間住 昨伐した初回林内に残置され申に師属する.当級"を叩が鐙

ト一一ー 天然林あっては人工林のS極東 出.利川することを乙は妨げない.
3 の必要に応じて立ち入り 喧

卜一一一
界付近での伐木等を行う.

4 

5 

6 

7 

8 
卜一一一

9 

10 

1/4 

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A) 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者 (E)

番号 所 在 j血番 林班 小班 j也同
面積 現況 現況

住所又は所在地 氏名文は名称 権原の種類
ha 樹種 林齢

両長岡
21-8 70 37 山林 O. 78 スギ 40 字中ノ沢

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

この計画に同意する.

権利の設定を受ける市町村(乙) 住 所(向上) 紫波町長熊谷 泉

権利を設定する森林の森林所有者 (甲) 住 所(向上)

(記載注意) 1)) この個別事項は 経営管理権を設定する者が異なる場合には、別業とすること.

(2) 共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は，特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること.また 森林所有
者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された諮頬を添付すること。

(3) (A)欄の 「面積Jは林地台帳に記載された地帯ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には.

実測面積を( )書きで下段に2段替きにする.なお、当該経営管理編集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし. 1mの一部

について経世管理梅が設定される羽合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに.備考欄にその旨を記載すること.

(4) (A)欄の「現況樹布U 及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとt....森林簿と異なる場合は( )書きで下段に2段書き

にすること.

(5) (B)欄は、 10年J又は 100年00月00固までJと記載すること.

2/4 
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2 共通事項
この経営管煙権~尉計画面の定めるところにより設定される経営官埋樋及び経営管型受益維は、 1 の例別尊USiに定めるもののほか 次i土定めるところによる.

(1)経営官埋権に基づいて行われる経営管哩の内容

乙は lの個別事項に記被された議林(以下 「当該議林Jという。)の経営管理のため、 Iの嗣別事I自に記めるところにより立木の佐器及び木材の販売

造林並びに保育(以下「伐臨等』という.)を史施し 木材の販売による収益(以下「販売収益Jという。 )を収受するとともに、販売収益から伐探等に
接する経費を控除してなお刊誌がある場合にその-m~を叩に主払う事荒を実施すること

(2)畳旺者の義務

乙は 自己の財産に対するのと同 の性意義務をもって経営官経を行う義務を負う。
(3 )経常官血機の対象とするn#
当該議林にある立木竹は 叩に附属する.

(4)経営官邸機及び経営官埋受益縫の世足
この経営官埋権!.Um計画の公告により 乙に経営管埋権が、巾1:経営管J.'j!畳凝縮(金銭の主払を受ける権利)がそれぞれ設定される.
乙に設定された経営管理維は、この公告の後において当該点J休の森林所有者となった者{闘その他の森林経営管理法施行別WJに定められた者を除く.) 
に対しでも、その効力があるものとする.

(5 )布1税公団Rの負鎧

申は 経営管J.'I1権的設定された森林に対する固定資産税その他の机税を負担する.
(6)経営管埋桶の設定等の条件

① 乙は Ejlが次のいずれかに酷当する場合には、この経営管理権m政計画のうち当世森林に係る部分を取り消すことができる.
ア 叩が品りその他不正な手段により乙に経営管.1]Il橋1M拙計画を定めさせたことが判明した場合
イ [pが当該森林に係る権削を有しなくなった場合
②乙は 民省その他の事自により当該森林において(1)に仰げる事項を尖施することが著しく困難となったときは気象虫等により被害が克生して

(8 )により塩旧を行う場合を昨き、との経世官.f1Il権m.w計画のうち当該袋林に係る部分を取り梢すことができる。
③ 叩は iの個別事項に定める経営管車権の存脱期聞の中迩において解約しようとする場合は、乙の同童を得るものとする.

③巾及び乙は この輯営管埋権集拙計画に定めるところにより設定される軒営管埋権に閉する事項は変型しないものとする。

(7)若返特への立入り及び施設の利川等

①乙は (1)、 (81に鎚げる事項の実施のため必堕があるときは 当該蕊林に陥B寺立ち入り 若しくは乙以外の者を立ち入らせ 又は当該食林に設疋
された路網その他の施設を使!IIし、若しくは乙以外の者に使)11させることができる。

② 乙は (1) (81に出げる事項の災施のため必型があるときは 当該来林内に森林11車道その他の施設を設置し、又は乙以外の荷に設置させること
ができるa この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管坦!を行うものとする。

③ 乙は 当該森林の立木が揖三者に対して拙容を及ぼすおそれがあると認める場合であって かつ第三者から当世立木について除去等を行いたい旨の

IIJ出がある場合には、前三者が当該立木について除去等を行うことを認めることができる。
(8 )議林保険

①気象虫等により当該綴林について被害が克生した抱合 乙が復旧を行うこととし 復旧内容は叩と乙の協議により定める。

② 乙は 乙の費川負砲において巾を被保険者として当該森林に生育する樹木について森林保肢を付保することができることとし 叩はこれを泳諾する.

なお、当世付保に聞する開手続は乙がこれを行うものとする.

③ 乙が苫により議林探険を付課した場合であって 天災地変等町事IIIにより棋院事故が尭生し 巾に支払われる保険金があるときには、巾は当核保険金

の請求及び畳鎖を乙に委任するものとし 乙が当核保険金を檀旧の川に供するため 巾は当詰保険金全額を乙に師属させるものとするB
(9) ~害等による経営又は官理の不ブ:錨
次に鎚げる場合において‘ (1)に仰げる事項を実施する予定の森林について(1)に儲げる事刷を主錯することが不可能又は不適当になったときは
乙は 当該事項のー部又は全部を実施しないととができる.

① 』反省その他の原聞により当該蘇林の全部又は一部が拡i峻したとき
② 路網の拡i駿等により当該森林への到達が困難となったとき
③ 当該森林の土地が公!II 公共用又は公益事荒の川に供されるとき

(10)凱容の蹄憤

① 乙は 乙のtlめに闘すべき事rlJによって叩に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する微を支払うものとする。
② 乙の立めに師すことのできない事山によって甲に不利益が生じたときは‘乙は拙茜賠償百任を負わない.

(11)経常管理縦の存続期間の満了時及び消滅時における消算の方法

経営管組編の存続期間の満了した場合において、叩と乙との聞で金銭の支払は生じないとともに、立本の所有権は叩に師属するものとする。
(12)巾の通知及び町出

①叩は 当該議林について揖三者に権利を移転若しくは設定する初告に同 あらかじめ
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